
 

（ 書 式 ２ － ４ － ４ ）  

家 主 の 定 期 借 家 人 に 対 す る 期 間 経 過 前 の 定 期 借 家 契 約

の 終 了 通 知 書 

 

通  知  書  

 

当 社 は ， 貴 社 に 対 し ， 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月

○ ○ 日 ， 後 記 建 物 （ 以 下 「 本 件 建 物 」 と い い

ま す ） を ， 定 期 建 物 賃 貸 借 制 度 に よ り 賃 貸 い

た し て お り ま す （ 以 下 「 本 件 定 期 賃 貸 借 契 約

」 と い い ま す ） 。  

賃   料  １ ヶ 月 金 ○ ○ 万 ○ ○ ○ ○ 円

（ 消 費 税 を 含 む 。 ）  

支 払 期 日  毎 月 月 末 に 翌 月 分 支 払  

契 約 期 間  平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 か ら  

     平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ま で  

当 社 は ， 貴 社 に 対 し ， 同 契 約 に 際 し て ， 本

件 定 期 賃 貸 借 契 約 に は 契 約 の 更 新 が な く ， 期

間 満 了 に よ っ て 契 約 が 終 了 す る こ と を 記 載 し

た 「 定 期 賃 貸 借 契 約 書 」 お よ び 同 記 載 の あ る

「 説 明 書 面 」 を 交 付 し ， さ ら に 同 記 載 に つ い

て 口 頭 に よ る 説 明 も 行 ま し た 。  

さ て ， 上 記 の と お り ， 賃 貸 期 間 は 平 成 ○ ○

年 ○ ○ 月 ま で と な っ て お り ま す 。  

当 社 と し て は ， 期 間 満 了 に よ り 貴 社 と の 賃

貸 借 契 約 を 終 了 さ せ て い た だ き ま す の で ， 賃



 

貸 借 期 間 満 了 後 ， 本 件 建 物 を 明 け 渡 し て 下 さ

る よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

物  件  の  表  示  

所   在  ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 地 ○  

家 屋 番 号   ○ ○ 番 ○  

種   類   ○ ○ ○ ○  

構   造   ○ ○ ○ ○  

床  面  積   ○ ○ ． ○ ○ 平 方 メ ー ト ル  

 

 

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号  

甲 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  ○ ○ ○ ○   

 

○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号  

乙 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  ○ ○ ○ ○  殿  



 

解説  

 

定期借家制度は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定

的に借家契約が終了する制度である。 

正当事由なく契約を終了できる点で、賃貸人に有利な制度であるが、この制

度による終了を主張するには、定期借家契約の成立要件を満たしていることを指

摘する必要がある。 

要件としては、以下の条文を参照。 

 

良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 

 

（借地借家法の一部改正） 

第５条  

借地借家法（平成３年法律第９０号）の一部を次のように改正する。 

 

目次中「期限付建物賃貸借」を「定期建物賃貸借等」に改める。 

 

第２３条に次の一項を加える。 

３ 第１項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地

権設定者との間でその建物につき第３８条第１項の規定による賃貸借

契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。 

 

第２９条に次の一項を加える。 

２ 民法第６０４条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 

「第３節 期限付建物賃貸借」を「第３節 定期建物賃貸借等」に改め

る。 

 

第３８条を次のように改める。 



 

１ 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書に

よる等書面によって契約をするときに限り、第３０条の規定にかかわ

らず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場

合には、第２９条第１項の規定を適用しない。 

２ 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸

人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃

貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了

することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければ

ならない。 

３ 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の

更新がないこととする旨の定めは、無効とする。 

４ 第１項の規定による建物の賃貸借において、期間が１年以上である

場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の１年前から６月前までの間

（以下この項において「通知期間」という。）に建物の賃借人に対し

期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、そ

の終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃

貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合

においては、その 通知の日から６月を経過 した後は、この限りでな

い。 

５ 第１項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借（床面積（建物

の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面

積）が２００平方メートル未満の建物に係るものに限る。）におい

て、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物

の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となっ

たときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすること

ができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日

から１月を経過することによって終了する。 

６ 前２項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効と



 

する。 

７ 第３２条の規定は、第１項の規定による建物の賃貸借において、借

賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。 


